
補助金の代理受領制度（建築物等関連事業補助金に係るもの）

【どんな制度？】 申請者の代理として、工事業者が市からの補助金を受領する制度です。

工事業者に支払う費用の全額を準備する必要がなくなるため、申請者の負担が軽減されます。
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【注 意】・代理受領制度を利用するには、事前に複数の届出や印鑑登録証明書などが必要です。

・代理受領制度が可能な補助金は限定されています。

・その他詳細は市HPを参照ください。
R7.4（朝来市都市政策課 079-672-6127）

①工事費用を全額支払う
①工事費用を一部支払う
（補助金額を差し引いた額）

200万円 100万円

②補助金を支払う

100万円

②補助金を
支払う

100万円

【イメージ図】 例：工事費用２００万円、補助金10０万円の場合
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